
   神 奈 川 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 神 奈 川 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 4 5年 神 奈 川 県 規 則 第 4 3号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 3 8号 中 「 （ 」 の 次 に 「 所 有 す る 全 て の 自 動 車 に つ い て  

」 を 加 え 、 「 な い 者 等 」 を 「 な く 、 か つ 、 減 免 を 受 け よ う と す る

年 度 分 の 自 動 車 税 の 種 別 割 を 納 期 限 ま で に 納 付 し て い る こ と そ の

他 知 事 が 別 に 定 め る 要 件 を 満 た す 者 」 に 改 め る 。  

 附 則 第 1 4項 中 「 不 動 産 取 得 税 減 額 （ 還 付 ） 申 告 （ 申 請 ） 書 （ 附

則 第 １ 号 様 式 の ４ ） 」 を 「 附 則 第 １ 号 様 式 の ４ 」 に 改 め る 。  

附 則 第 2 3項 各 号 中 「 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 3 1日 ま

で 」 を 「 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 1 3年 ３ 月 3 1日 ま で 」 に 改 め

る 。  

附 則 第 １ 号 様 式 の ４ （ 表 ） 中 「 不 動 産 取 得 税 減 額 （ 還 付 ） 申 告

（ 申 請 ） 書 」 を  

「  

不 動 産 取 得 税 減 額 （ 還 付 ） 申 告 （ 申 請 ） 書  

（ 買 取 再 販 用 ）  

               」  

 附 則 第 １ 号 様 式 の ５ 中 「 不 動 産 取 得 税 徴 収 猶 予 申 請 書 」 を 「 不

動 産 取 得 税 徴 収 猶 予 申 請 書 （ 買 取 再 販 用 ） 」 に 、  

「  

   

   

   

                            」  

「  

  

   

   

                             」  

改 め る 。  

 附 則 第 ２ 号 様 式 中 「 不 動 産 取 得 税 徴 収 猶 予 申 請 書 」 を 「 不 動 産  

取 得 税 徴 収 猶 予 申 請 書 （ 農 地 等 用 ） 」 に 改 め る 。  

 別 表 第 ４ の 5 5の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

5 5  法 第 7 3条 の

２ 第 ７ 項 の 規

不 動 産 取 得 税 に 係 る 家

屋 附 帯 設 備 価 額 申 出 書  
第 7 4号 様 式  

に 改 め る 。  

を  

に  



定 に よ る 申 出      

別 表 第 ４ の 5 5の ２ の 項 中 「 第 7 4号 様 式 の ２ 」 を 「 第 7 4号 様 式 の

３ 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 5 5の ３ の 項 と し 、 同 表 5 5の 項 の 次 に 次 の

よ う に 加 え る 。  

5 5の ２  法 第 7 3

条 の ２ 第 ８ 項

の 規 定 に よ る  

申 請   

不 動 産 取 得 税 に 係 る 家

屋 附 帯 設 備 に 属 す る 部

分 の 税 額 還 付 申 請 書  

第 7 4号 様 式 の ２  

 第 4 5号 様 式 中  

「  

  

                           」  

 

「  

  

                           」  

「  

口座振込による還

付金の受領 

金融機関名 申請人名義の預金の種類 口座番号 備
考  

   

                            」  

を  

「  

   

 

 

 

 

                            」  

に 改 め 、 同 様 式 の 備 考 ２ 中 「 口 座 振 込 を 」 を 「 申 請 人 名 義 の 口 座  

へ の 振 込 み を 」 に 改 め る 。  

 第 4 5号 様 式 の ２ 中  

 

「  

口座振込による還

付金の受領 

金 融 機 関 名 
申請人名義の
預金の種類 

口 座 番 号 

   

                            」  

を  

に 、  

       年  月  日 

  神奈川県     事務所長殿 

      年  月  日                年  月  日 

  神奈川県     事務所長殿 



を  

「  

   

   

   

   

                             

                            」  

に 改 め 、 同 様 式 の 備 考 ２ 中 「 口 座 振 込 を 」 を 「 申 請 人 名 義 の 口 座  

へ の 振 込 み を 」 に 改 め る 。  

 第 5 2号 様 式 の ２ （ 表 ） 中  

「  

  付    

受  印   

   （ ふ り が な ）  

 

年  月  日  

 神奈川県知事 殿 

 （    県税事務所経由） 

 
 神奈川県県税条例第 10 条第１項に規定す

る個人県民税の寄附金税額控除の対象となる

寄附金について申し出ます。 

寄附金を受領する者（特

定公益信託の受託者）の

名称 
 

法 人 番 号              

主たる事務所又は事業所

の所在地 

 

電話（   ）   ― 

（ ふ り が な ）  

代 表 者 氏 名    

設立年月日 年  月  日  事 業 年 度 自  月  日至  月  日 

所得税における寄附金控除の根

拠条文 

１ 所得税法第 78 条第２項第２号 

２ 所得税法第 78 条第２項第３号 

 （所得税法施行令第 217 条第 号 該当） 

３ 所得税法第 78 条第３項 

４ 租税特別措置法第 41 条の 18 の２第１項又は第２項 

５ 旧租税特別措置法第 41 条の 18 の２第１項 

                            」  

を  

 

 

 

 

 

 



「  

 付    

受  印   

   （ ふ り が な ）  
 

年  月  日  

 神奈川県知事 殿 

 （    県税事務所経由） 

 
 神奈川県県税条例第 10 条第１項に規定す

る個人県民税の寄附金税額控除の対象となる

寄附金について申し出ます。 

寄附金を受領する者（公

益信託の受託者）の氏名

又は名称 
 

法 人 番 号              

住（居）所又は所在地 
 

電話（   ）   ― 

（ ふ り が な ）  

代 表 者 氏 名  

（ ふ り が な ）  

公 益 信 託 の 名 称  

所得税における寄附金控除の根

拠条文 

１ 所得税法第 78 条第２項第２号 

２ 所得税法第 78 条第２項第３号 

 （所得税法施行令第 217 条第 号 該当） 

３ 所得税法第 78 条第２項第４号 

４ 旧所得税法第 78 条第３項 

５ 租税特別措置法第 41 条の 18 の２第１項又は第２項 

」  

に 改 め 、 同 様 式 （ 裏 ） の 備 考 ２ ⑶ 中 「 特 定 公 益 信 託 の 」 を 「 公 益

信 託 の 」 に 改 め 、 同 様 式 （ 裏 ） の 備 考 ２ ⑶ ア 中 「 認 定 特 定 公 益 信

託 」 を 「 公 益 信 託 」 に 改 め 、 同 様 式 （ 裏 ） の 備 考 ２ ⑶ ウ 中 「 登 記

事 項 証 明 書 」 の 次 に 「 （ 個 人 の 場 合 は 、 個 人 番 号 カ ー ド の 表 面 （  

個 人 番 号 の 記 載 が な い 面 ） 、 運 転 免 許 証 等 本 人 で あ る こ と が 確 認

で き る も の の 写 し 。 ） 」 を 加 え 、 同 様 式 （ 裏 ） 中 備 考 ６ を 備 考 ７

と し 、 同 様 式 （ 裏 ） の 備 考 ５ 中 「 名 称 」 を 「 氏 名 又 は 名 称 」 に 改

め 、 同 様 式 （ 裏 ） 中 備 考 ５ を 備 考 ６ と し 、 備 考 ４ を 備 考 ５ と し 、

備 考 ３ を 備 考 ４ と し 、 備 考 ２ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

   ３  「 法 人 番 号 」 欄 及 び 「 代 表 者 氏 名 」 欄 は 、 個 人 の 場 合  

    は 記 入 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。  

第 5 2号 様 式 の ６ 中  

 

 

 

 

 

 



「  

 付    

受  印   

   （ ふ り が な ）  

 

年  月  日  

 神奈川県知事 殿 

 （    県税事務所経由） 

 

 個人県民税の控除対象寄附金に係る事項に

ついて、次のとおり変更が生じたので、届け

出ます。 

寄附金を受領する者（特

定公益信託の受託者）の

名称 

 

法 人 番 号              

主たる事務所又は事業所

の所在地 

 

電話（   ）   ― 

（ ふ り が な ）  

代 表 者 氏 名   

                  」  

「  

 付    

受  印   

   （ ふ り が な ）  

 

年  月  日  

 神奈川県知事 殿 

 （    県税事務所経由） 

 

 個人県民税の控除対象寄附金に係る事項に

ついて、次のとおり変更が生じたので、届け

出ます。 

寄附金を受領する者（公

益信託の受託者）の氏名

又は名称 

 

法 人 番 号              

住（居）所又は所在地 
 

電話（   ）   ― 

（ ふ り が な ）  

代 表 者 氏 名   

（ ふ り が な ）  

公 益 信 託 の 名 称   

                                      」  

同 様 式 の 備 考 を 備 考 ２ と し 、 備 考 １ と し て 次 の よ う に 加 え る 。  

１  法 人 番 号 の 欄 及 び 代 表 者 氏 名 の 欄 は 、 個 人 の 場 合 は  

記 入 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。  

 第 7 0号 様 式 中 「 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 」 を 「 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 」 に 、  

 

を  

に 改 め 、  



「 従 業 員   

       （ 人 ） 」  

「             「  

男 人 女 人 

男 人 女 人 

           」             」  

 第 7 4号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 従 業 員 」 を  に 、  

を  

 

 

 

に 改 め る 。  



 

 

 

 

第74号様式（別表第４関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

不動産取得税に係る家屋附帯設備価額申出書 

年  月  日  

神奈川県  県税事務所長殿 

 
住(居)所又は所在地 
氏名又は法人名及び 
代表者氏名    

次のとおり不動産取得税に係る家屋附帯設備の価額について申出をします。 

家 屋 

所在及

び地番  家 屋

番 号  種 類  

構 造  床面積 
㎡ 家屋の 

名 称  

課 税 標 準 額 
円 

税 額 
円 

附帯設備に属す

る部分の価額 

円 
附帯設備に属す

る部分の税額 

円 

                                                                               

附帯設備に属する部分の取得者承諾事項 

上記について、申出人と協議のうえ、附帯設備に属する部分の税額の納付につき承諾

しました。

                               年  月  日  

 附帯設備に属す
る部分の取得者  

 
住(居)所又は所在地 
氏名又は法人名及び 
代表者氏名   

  
 

 

 

 

 

 



第 7 4号 様 式 の ２ を 第 7 4号 様 式 の ３ と し 、 第 7 4号 様 式 の 次 に 次 の  

１ 様 式 を 加 え る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

第74号様式の２（別表第４関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦長型） 

 

不動産取得税に係る家屋附帯設備に属する部分の税額還付申請書 

                                年  月  日  

神奈川県  県税事務所長殿 

 
住(居)所又は所在地 
氏名又は法人名及び 
代表者氏名    

 次のとおり不動産取得税に係る家屋附帯設備に属する部分の税額について還付を申請

します。 

家 屋 

所在及

び地番  家 屋 

番 号 
 種 類  

構 造  床面積 
㎡ 家屋の

名 称  

課 税 標 準 額 
円 

税 額 
円 

附帯設備に属す

る部分の価 額 

円 附帯設備に属す

る 部 分 の 税 額 

円 

口座振込に

よる還付金

の受領 

取

扱

金

融

機

関 

銀行 

金庫 

信用組合 

協同組合 

本店（所） 

支店（所） 

出張所 

銀 行 

コード 

    店 舗 

コード 

   

預

金

の

種

類 

１ 普 通 

２ 当 座 

３ その他 

口

座 

番

号 

 

（フリガナ） 
口 座 

名義人 
 

備考 口座振込による還付金の受領の欄には、申請人名義の口座への振込みを希望する 

場合に記入してください。この場合において、口座名義人が連帯納税義務者のうち 

一方の者であるときは、他の者の委任状を添えてください。 



 第 8 0号 様 式 中  

「  

納税通知書番号 
 

 

         」  

「  

納税通知書番号 猶予コード 
  
  

             」  

第 1 4 5号 様 式 の 備 考 に 次 の よ う に 加 え る 。  

３  控 除 等 を す る 過 誤 納 金 等 の 額 の 欄 に は 、 森 林 環 境 税 及  

び 森 林 環 境 譲 与 税 に 関 す る 法 律 第 1 4条 第 １ 項 の 規 定 に よ  

り 控 除 す る 額 が 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 加 算 す る 額 よ り  

多 い 場 合 は 負 数 で 、 少 な い 場 合 は 正 数 で 過 誤 納 金 等 の 額  

を 記 入 し て く だ さ い 。  

第 1 4 5号 様 式 の ２ 中 備 考 ４ を 備 考 ５ と し 、 備 考 ３ を 備 考 ４ と し 、

備 考 ２ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

３  ( ｴ )、 ( ｼ )、 ( ｾ )及 び ( ﾀ )に は 、 森 林 環 境 税 及 び 森 林 環 境  

譲 与 税 に 関 す る 法 律 第 1 4条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 控 除 す る  

額 が 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 加 算 す る 額 よ り 多 い 場 合 は  

負 数 で 、 少 な い 場 合 は 正 数 で 過 誤 納 金 等 の 額 を 記 入 し て  

く だ さ い 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第 2 3項 、

第 5 2号 様 式 の ２ 及 び 第 5 2号 様 式 の ６ の 改 正 規 定 並 び に 次 項 及 び

附 則 第 ３ 項 の 規 定 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 附 則 第 2 3項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 の 規 定 は 、 令 和 ８ 年 ４

月 １ 日 以 後 に 最 初 の 道 路 運 送 車 両 法（ 昭 和 2 6年 法 律 第 1 8 5号 ）第

７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 新 規 登 録 （ 県 内 に お け る 登 録 に 限 る 。

以 下 「 初 回 新 規 登 録 」 と い う 。 ） を 受 け た 自 動 車 （ 当 該 初 回 新

規 登 録 の 申 請 を し た 者 が 取 得 し た 自 動 車 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に

お い て 同 じ 。 ） に 対 し て 課 す べ き 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 の 減 免

に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 自 動 車 に 対 し

を  

に 改 め る 。  



て 課 す る 自 動 車 税 の 環 境 性 能 割 の 減 免 に つ い て は 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。  

３  改 正 後 の 附 則 第 2 3項 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 の 規 定 は 、 令 和 ８ 年 ４

月 １ 日 以 後 に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 自 動 車 （ 当 該 初 回 新 規 登 録

の 申 請 を し た 者 が 所 有 す る 自 動 車 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て

同 じ 。 ） に 対 し て 課 す べ き 自 動 車 税 の 種 別 割 の 減 免 に つ い て 適

用 し 、 同 日 前 に 初 回 新 規 登 録 を 受 け た 自 動 車 に 対 し て 課 す る 自

動 車 税 の 種 別 割 の 減 免 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

４  改 正 前 の 様 式 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 必

要 な 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  
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